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税務法務ニュースレター 

 
機械設備投資への追加控除に関する条件の明確化 
 

2020 年 1 月 20 日に公表され翌日から施行された勅令第 690 号は、2019 年 9 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日の期間に購

入された機械設備について一定の要件を満たした投資 (すなわち、実際の資本投下額) の 150% (すなわち、追加 50%控除

を含む) に相当する法人税上の所得控除を規定しています。2020 年 2 月 13 日に歳入局長が公表した告示第 366 号に

は、この税務恩典に関する詳細なガイダンスが含まれます。主要なガイダンスは以下の通りです。 

 

 機械設備への支出は、2019 年 9 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日の間に締結された契約書、発注書、作業指示書、

または契約書と同等の文書に従って必ず行われなければならない。加えて、機械設備は 2020 年 12 月 31 日まで

に稼働可能な状態になってならなければならない。 

 50% の追加控除は機械設備が最初に減価償却される最初の会計年度から始まり、連続した５会計期間に渡り均

等に控除される。 

 法人及びパートナーシップは、投資計画及びプロジェクトの支出計画に関する情報を作成し、歳入局の

ウェブサイトを通じて歳入局に提出しなければならない。 

 法人及びパートナーシップは、この告示により規定されている書式に機械設備の詳細を記録する必要が

ある。この詳細記録は、企業及びパートナシップの工場等に、歳入局調査官の調査に備えて保管されな

ければならない。 

 

Tax & Legal Services Newsletter 

2020 年 3 月 



Tax & Legal Services Newsletter March 2020 

02 

2020 年度の投資促進政策 
 

2020 年 1 月 28日に、2020 年１月１日から 2020 年 12 月 31 日までに機械設備へ投資を行った法人またはパートナ

ーシップに対し、法人税計算上、実際の投資支出額の 250%の所得控除を与える投資促進政策が閣議決定されまし

た。法人等がタイ歳入法のその他の勅令による救済措置を受けている場合は、この救済措置を享受する資格はあ

りません。リース事業を運営する企業もしくはパートナーシップがリース事業に供する機械設備を購入した場合、

当該リース資産へはこの救済措置を利用することができません。実際の支出額（100%部分）は、タイの歳入法に

従い通常の減価償却費として控除されます。追加の150%は 100%の減価償却費が計上される会計期間を含む連続し

た 5 会計年度に渡り均等に控除されます。前提として、法人またはパートナーシップが歳入局局長が規定する規

則および要件を満たす必要があります。 

 

 

経済特区(SEZ)で事業を行う法人の法人税軽減の延長 
 

2020 年 2 月 11 日、経済特区(SEZ)で事業を行う法人税率の軽減措置の登録期間を 2020 年 12 月 30 日まで延長す

る勅令草案が閣議決定されました。SEZ制度によると、10 年連続した会計年度において法人税率が 20%から 10%に

軽減されます。この法人税の軽減措置は、登録日以降に開始する会計期間において、SEZ 内での製造事業または

サービス業から生じる純利益に適用されます。.SEZ 内における既存企業が当該法人税減率措置の登録ができるの

は、この勅令の施行日から 2020 年 12 月 30 日までの期間です。 

 

 

教育機関に対する寄付金の二重控除 
 

2020 年 2 月 7 日に公表され翌日に施行された勅令第 691 号において、個人所得税及び法人税の計算上、タイ国内

に設立された教育機関へ電子的に行われる寄付に対して 200%の所得控除が与えられました。この所得控除は、歳

入局長の定める規定、手続、条件に従い、2019 年にタイ政府と国連専門機関との間で交わされた条約または協定

下で定められた措置です。 

 

 

個人所得税確定申告期限の延長  
  

2020 年 2 月 28 日にタイ財務省は、2019 年度個人所得税申告書の提出期限を 2020 年 3 月 31 日（オンライン申告

の場合は 2020 年 4月 8日）から 2020 年 6月 30日まで延長する勅令を出されました。納税者は納税額を 3回の分

割にて支払うことも可能です。 
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最高裁判決 
 

時効は法人税修正確定申告日から開始 
 

タイ最高裁判所は、最高裁判決第4546/2561 により、法人税に関する 10 年の時効は法人税の修正申告が行われた

日から起算すると判決を下しました。 

この会社は、タイ投資委員会(BOI)から投資奨励を受け、奨励及び非奨励事業の両方に従事してました。同社の

会計決算日は 3 月 31 日でした。1996 年から 1999 年 3 月 31 日に終わる会計年度に対して、同社は期日通りに法

人税の年次申告書を歳入局に提出しました。その後、同社は 1996 年から 1999 年 3月 31 日に終わる会計年度に関

する１回目の修正申告書を 2000 年 8 月 7 日に、1999 年 3 月 31 日に終わる会計年度については 2 回目の修正申告

書を 2001 年 8月 28 日に提出しました。 

2010 年 8 月 4 日に、非奨励事業に係る利益に対し奨励事業に係る欠損金を不当に相殺する税務処理に関して、歳

入局からの更正通知書を受け取りました。納税者は、そもそもの 1996 年から 1999 年 3月 31 日までの会計年度に

係る法人税の年次申告書期限から既に 10 年以上経過しており、この更正通知書は 10 年の除斥期間内に行われて

いないと主張しました。 

最高裁判所は、同社は、修正申告書の提出することにより、当初の確定申告に誤りがあることを受け入れたとの

判断を下しました。税務当局は修正申告書の正確性を調査する権利を有します。除斥期間の起算は修正申告書が

提出された日から開始されるため、その結果、2010 年 8月 4 日に受領した更正通知書は有効となります。 
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